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第 4 次越谷市男女共同参画計画（改定原案）に対する 

パブリック・コメントの概要について 

 

意見募集期間 令和７年９月１日（月）～令和 7 年９月３０日（火） 

周知方法 

・広報こしがや（９月号）への掲載 

・市ホームページへの情報掲載 

・ほっと越谷審議会講座での周知 

・情報公開センターでの意見募集案件の周知 

意見提出方法 

・各施設に設置した意見箱への投函 

・郵送 

・ファクス 

・電子メール 

・電子申請 

案冊子・意見箱設置場所 

・人権・男女共同参画推進課窓口 

・情報公開センター 

・男女共同参画支援センター「ほっと越谷」 

意見数 

・意見提出：８通（同一者から２通あり） 

（内訳：投函６通、電子メール 1 通、電子申請 1 通） 

・意見数：21 件 

 

資料１



寄せられた意見の要旨と市の考え方

整理No 該当箇所 意見要旨 担当課 市の考え方 反映

1
計画の推進体制
（４）男女共同参画支援セン
ター「ほっと越谷」

ほっと越谷の存在をもっと広く知らせてほしい。
人権・男
女共同参
画推進課

男女共同参画支援センター「ほっと越
谷」は、男女共同参画を推進する拠点施
設として平成13年に開設いたしまし
た。平成２１年度からは指定管理者制度
による管理運営となり、SNSの活用や
企業との協働など、民間のノウハウを活
かした事業運営を行っております。男女
共同参画の推進は、市民、事業者との協
働が欠かせませんので、引き続き機会
をとらえて「ほっと越谷」の存在を周知
してまいります。

E

2
計画の推進体制
（４）男女共同参画支援セン
ター「ほっと越谷」

広報、啓発、教育の拠点として、また相談窓口として男女共
同参画支援センター「ほっと越谷」の役割は大きいと思う。
独立した施設であること、登録団体が自主的に活動してい
ることを注視してほしい。

人権・男
女共同参
画推進課

男女共同参画支援センター「ほっと越
谷」は、男女共同参画を推進する拠点施
設として、「学習・情報・交流・相談(DV
相談を除く）」の４つの機能に基づく各
種事業に取り組んでおります。これまで
も男女共同参画の推進に取り組む市
民、事業者、市民活動団体等（登録団
体）との協働・連携に努めてまいりまし
た。引き続き、男女共同参画社会の実
現のため、本計画を推進してまいりま
す。

E

3
計画の推進体制
（４）男女共同参画支援セン
ター「ほっと越谷」

ほっと越谷がコストで評価されないことを強く望む。近年、
居場所づくりを掲げる活動が自治体、教育機関、民間団体
を問わず増えている。直接的な広報、啓発、教育の働きはな
くとも、「ほっと越谷」という場所が存在し、そこに自分に向
けたメッセージを発信している団体があるということに勇
気づけられる人がいると思う。足を運ぶことが困難な人に
も、こうした場があることが希望になると考える。

人権・男
女共同参
画推進課

男女共同参画支援センター「ほっと越
谷」は、平成21年度より指定管理者制
度を導入し、指定管理者が持つ専門性
の高い知識やノウハウを活かし、市民、
事業者、市民活動団体などの協働の
コーディネーターの役割を担っておりま
す。多様な市民の「居場所づくり」につ
きましては、実施事業において検討して
まいります。

C

4
計画の推進体制
（４）男女共同参画支援セン
ター「ほっと越谷」

ほっと越谷がさらに良い場になるために、登録団体同士の
力をより発揮するために、指定管理者と登録団体の話し合
いが不可欠。関心を持つ分野の違いを越え、団体ごとの活
動にとどまることなく、市民に信頼され、活用されるために
は、団体の構成員も学び続ける必要がある。登録団体が一
斉に参加するのは難しいと思うが、研修の機会を作ってほ
しい。

人権・男
女共同参
画推進課

男女共同参画支援センター「ほっと越
谷」は、男女共同参画を推進する拠点施
設として、「学習・情報・交流・相談（DV
相談を除く）」の４つの機能に基づく各
種事業に取り組んでおります。これまで
も男女共同参画の推進に取り組む市
民、事業者、市民活動団体等（登録団
体）との協働・連携に努めてまいりまし
た。登録団体向けの研修につきまして
は、そのテーマも含めて、指定管理者と
もに検討してまいります。

C

5
施策の方針１
男女共同参画社会形成のた
めの意識啓発

情報が本当に必要な人に届いているかを確認する方法、も
しくは情報提供を工夫してほしい。

人権・男
女共同参
画推進課

これまでも広報紙や市、ほっと越谷の
ホームページ、LINE、シティメール、公
共施設でのチラシ配架などで事業の周
知をしておりますが、今後につきまして
も、創意工夫を重ねてまいります。

E

6
施策の方針１
男女共同参画社会形成のた
めの意識啓発

性的少数者に関する制度の導入や法律の施行により、以前
より社会や生活は良くなると考えるが、当事者の存在が可
視化されたことで差別や偏見を見聞きすることも増えてい
る。近年、国内外で排他的な発言や行動が目立つように感
じ、不安や不正確な情報による影響を受ける人もいるので
はないかと危惧している。当事者が安心、安全な生活を営む
ことができるよう、広報、啓発、教育の充実が必要だと思
う。そのうえで、その場に当事者がいると意識して「上から
目線」と感じるようなことがないように考慮してほしい。

人権・男
女共同参
画推進課

性の多様性を理解することは、差別や
偏見をなくすことに繋がり、一人ひとり
の人権が尊重される社会をつくるため
には重要です。引き続き、市の職員はも
とより、市民、事業者などが、性の多様
性を正しく理解するための啓発に取り
組んでまいります。

E

7
施策の方針１
男女共同参画社会形成のた
めの意識啓発

職員が（性的少数者について）研修を受けていることが市民
に知られていないのではないか。委託職員や管理者も同様
の研修を受けているのかも市民は知る必要があると思う。
常に当事者が存在しているという意識をもって業務にあ
たってほしい。

人権・男
女共同参
画推進課

第4次越谷市男女共同参画計画前期実
施計画において「性的少数者への理解
促進のための職員研修の実施」を実施
事業として位置付けており、毎年度の
年次報告書において実施状況を公表し
ております。また、研修終了者にはアラ
イ（理解者・支援者）を見える化する取組
として、強制ではありませんが市が、作
成したレインボーバッジを身につけるこ
とを推奨しています。引き続き、市の職
員はもとより、市民、事業者などが、性
の多様性を正しく理解するための啓発
に取り組んでまいります。

E

8
施策の方針１
男女共同参画社会形成のた
めの意識啓発

LGBTQについては認知が進んだとは思うが、まだ十分と
は言えない。理解のためには職員が講習を受けるだけでは
なく、実際に当事者と交流することが大事だと思う。講習を
受けただけで当事者を理解したつもりになってほしくない。

人権・男
女共同参
画推進課

性の多様性を理解することは、差別や
偏見をなくすことに繋がり、一人ひとり
の人権が尊重される社会をつくるため
にも重要です。引き続き、市の職員はも
とより、市民、事業者などが、性の多様
性を正しく理解するための啓発に取り
組んでまいります。

E

Ａ：意見（又は意見の一部）を反映し、素案を修正
Ｂ：既に素案で示されている
Ｃ：素案の修正はしないが、実施段階で参考にする
Ｄ：意見の反映はしない
Ｅ：その他（意見、質問、要望）
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整理No 該当箇所 意見要旨 担当課 市の考え方 反映

9
施策の方針１
男女共同参画社会形成のた
めの意識啓発

LGBTQが社会に十分理解され、認知が行きわたったとは
思えない。全セクシュアリティを表すSOGIという言葉が広
まることで、LGBTQという言葉や存在が見えづらくなって
しまうので、LGBTQという言葉を広めてほしい。

人権・男
女共同参
画推進課

職員研修や、当市で作成している啓発
リーフレットなどにおいては、LGBTQ
とあわせてSOGIについて説明してお
り ます 。 性 の あ り 方 は多 様 で あ り、
LGBTQという言葉で分類されたくな
い、という方もいらっしゃることから、
全ての人がそれぞれ異なる性のあり方
をもっていること、そのあり方の一つと
してLGBTQと言われる少数者も含ま
れる、といった取り上げ方としていま
す。引き続き、市の職員はもとより、市
民、事業者などが、性の多様性を正しく
理解するための啓発に取り組んでまい
ります。

E

10
施策の方針１
男女共同参画社会形成のた
めの意識啓発

LGBTQ（性的少数者の総称）からSOGI（性のあり方、すべ
ての人が当事者）へ意識や表現を変更する動きがあること
自体には賛同するが、問題提起の場面でSOGIという言葉
が使われるのには違和感がある。性的少数者の問題を扱う
時、当事者ではない多数者の考えや問題に焦点がずれてし
まうのではないかと危惧している。法律婚が認められてい
ないなど、平等な立場に立っていない性的少数者と多数者
を「すべて当事者」と表現するのはは多数派の驕りではない
かとも感じる。啓発や教育の場でSOGIの説明は必要だと
思うが、当事者がその場にいるという意識を持っていただ
きたい。

人権・男
女共同参
画推進課

職員研修や、当市で作成している啓発
リーフレットなどにおいては、LGBTQ
とあわせてSOGIについて説明してお
り ます 。 性 の あ り 方 は多 様 で あ り、
LGBTQという言葉で分類されたくな
い、という方もいらっしゃることから、
全ての人がそれぞれ異なる性のあり方
をもっていること、そのあり方の一つと
してLGBTQと言われる少数者も含ま
れる、といった取り上げ方としていま
す。性の多様性を理解することは、差別
や偏見をなくすことに繋がり、一人ひと
りの人権が尊重される社会をつくるた
めにも重要です。引き続き、市の職員は
もとより、市民、事業者などが、性の多
様性を正しく理解するための啓発に取
り組んでまいります。

E

11
施策の方針１
男女共同参画社会形成のた
めの意識啓発

アンケート用紙の記入欄の充実を求めます。性別を記入した
くない人（何も書きたくない人）もいるのではないかと思
う。

人権・男
女共同参
画推進課

本市では平成29年6月30日付で、申
請書等に関する性別欄の見直し方針を
定めております。 具体的には、（１）性別
情報が必ずしも必要とはいえない場合
には、性別欄を削除する。（２） 性別ごと
の統計等が必要な場合は①「男」、「女」
などの選択肢の他に「回答しない」とい
う選択肢を設ける。②「男」、「女」などの
選択肢を設けず、空欄にした上で、回答
者に自由記載してもらう。といった取り
扱いを基本としております。

E

12
施策の方針３
女性の活躍の推進

起業を考えており、女性の起業支援の講座や相談などにつ
いてどのように情報を得たらよいか。ぜひ参加したい。必要
な人に必要な支援情報を届けるにはどうしたらいいのか、
情報共有の仕方を含め提供をお願いしたい。

人権・男
女共同参
画推進課

経済振興
課

女性の起業支援については、ほっと越
谷において女性の起業支援講座や相談
会を、経済振興課では、女性の起業支
援として、交流を目的とした女性創業サ
ロンや創業の基礎知識を学ぶ女性創業
支援セミナーなどを定期的に開催して
います。
これらの情報については、広報こしが
や、市HP、市公式SNS（X、
Instagram、Cityメール、LINE）を活
用し周知している他、各地区センターな
どでも案内チラシを設置しております。
今後につきましても、必要な方に情報
が届くよう各種媒体を活用してまいり
ます。

E

13
施策の方針４
仕事と家庭の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）の推進

子育て支援の輪の充実に加えて、子育て支援自体、さらに
強化した方が良いと感じる。具体的には越谷市に3箇所あ
る保育ステーション、子育て中のお母さんの中でもこの施設
を利用してみたいという声をよく聞く。
生後4カ月から他の保育施設を利用しているかどうかにか
かわらず利用でき、1時間に500円。母親たちの味方で非常
に助かる施設である。しかし混むと利用できないこともあ
り、また、一回の予約がおわってからでないと次の予約が取
れない保育ステーションがあるため、計画的に複数回の予
約利用はできない。ファミリーサポートはもっと費用が高い
ため、頻繁に利用することはむずかしい。誰でも通園制度は
月10時間までの利用で、普段他の保育施設を利用している
場合は利用できなかったと思うので、保育ステーションの仕
組みをもっと拡大できると、子育て中の家庭は少しの間用
事を済ませられたり、自分の時間を持てることで、気持ちに
少しのゆとりをもつことができる。

子ども施
策推進課

保育ステーションの一時預かり事業に
ついては、施設によっては１回ごとの利
用予約制としております。より多くの方
にご利用いただけるよう、そのような
運用をしておりますので、複数回の予
約ができない施設があることについ
て、ご理解賜りたく存じます。
いただいたご意見を参考にして、利用
しやすい環境について引き続き検討し
てまいります。
なお、一時預かり事業は、保育ステー
ション、ファミリーサポート・センターの
ほか、一部の地域子育て支援センター
においても実施しておりますので、この
際にご案内させていただきます。

C
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整理No 該当箇所 意見要旨 担当課 市の考え方 反映

14
施策の方針７
配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・支援

「配偶者(事実婚、元配偶者を含む)や恋人からの暴力は、犯
罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり」とあるが、
配偶者や元配偶者、恋人、元恋人だけであるのはなぜか。第
三者からの暴力行為(性暴力も含めて)文章に追加すべき。
市内に住んでいない人が他の地域から越谷市に来て暴力行
為を行うことも視野に入れ対策するべきであり、「越谷市民
へのいかなる人からの暴力（性暴力も含む）を根絶するとい
う内容があれば、せめてもの抑止力になる。

人権・男
女共同参
画推進課

施策の方針７については、国の「第5次
男女共同参画基本計画」（令和２年12
月25日閣議決定）において主にDV（配
偶者、事実婚、元配偶者など親密な相
手からの暴力）を中心に取り上げてい
ることから、このような記載としており
ました。しかしながら、令和7年6月に公
表された「女性版骨太の方針2025」に
おいてストーカー対策の強化や性犯罪・
性暴力対策の強化が盛り込まれたこ
と、現在策定中の「第6次男女共同参画
基本計画」においては「女性に対するあ
らゆる暴力の根絶」から「ジェンダーに
基づくあらゆる暴力を容認しない社会
基盤の形成」に変更予定であることを
踏まえ、文言を一部修正いたします。

A

15
施策の方針７
配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・支援

DVの根絶には早期発見が重要。そのためには被害者・加害
者共に暴力とは何かを知る必要がある。若年者のDV防止
に向けた出前講座を、学校、こども食堂で実施するべき。

人権・男
女共同参
画推進課

現状におきましても、市内小中学校長
会や県内県立高校に出向き「ほっと越
谷」や当課によるデートDV出前講座に
ついての情報提供を行っております。
なお、埼玉県においても同様の出張講
座を実施していることから、そちらを活
用しているケースもあると聞いており
ます。現在、「二十歳のつどい」において
若年者向けのデートDV防止のリーフ
レットを配付しておりますが、今後につ
いても、積極的に活用いただけるよう、
関係機関等への周知に努めてまいりま
す。

E

16
施策の方針７
配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・支援

DV対応を行う相談員などは、専門研修を受け、早期対応が
できるようにする必要がある。

人権・男
女共同参
画推進課

多くの自治体では女性相談員を期間職
員として直接雇用しておりますが、本市
では専門の団体に業務委託（３年間）し
ております。これにより、高いスキルを
持つ相談員を安定して配置することが
可能となっています。また、相談員に
は、ケース検討会議や県などが実施す
る各種研修などへの積極的な参加を促
しております。今後につきましても、相
談体制の充実に努めてまいります。

E

17
施策の方針７
配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・支援

デートDVなどの出前講座の回数を増やして行えるよう努力
してほしい。

人権・男
女共同参
画推進課

これまでも、市内小中学校長会や県内
県立高校に出向き「ほっと越谷」や当課
によるデートDV出前講座についての情
報提供を行ってまいりました。今後につ
いても積極的に活用いただけるよう周
知に努めてまいります。

E

18
施策の方針７
配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・支援

DV加害者の更生にも力を入れてほしい。
人権・男
女共同参
画推進課

国の第５次男女共同参画基本計画（令
和２年12月25日閣議決定）において
は、「暴力の加害者、被害者、傍観者と
ならないための幼児期からの教育をは
じめとした暴力を容認しない社会環境
の整備等、暴力の根絶のための基盤づ
くりの強化を図る」ことがうたわれてお
ります。また、埼玉県男女共同参画基本
計画においても、「意識啓発」と「学校教
育における暴力行為の予防啓発の推
進」に加え、「加害者に向けた取組の推
進」を掲げています。加害者更生の具体
的な取組につきましては、国・県の動向
を注視し、調査研究してまいります。

E

19
施策の方針７
配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・支援

被害の発見や相談しやすい窓口として学校やこども食堂な
どと協力関係を作ってほしい。

人権・男
女共同参
画推進課

市内小中学校とはこれまでも情報連携
を図っており、校長やスクールカウンセ
ラーなどからDV相談につながったケー
スなどもございます。今後につきまして
も、関係機関との連携を密にし、早期発
見と相談しやすい体制づくりに努めて
まいります。

E

20
施策の方針７
配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・支援

相談の要である専門相談員の研修を充実させ、雇用と報酬
を安定させてほしい。

人権・男
女共同参
画推進課

多くの自治体では女性相談員を期間職
員として直接雇用しておりますが、本市
では専門の団体に業務委託（３年間）し
ております。これにより、スキルのある
相談員を安定して配置することが可能
になると同時に、報酬についても他自
治体と比較して高い水準を確保できて
いるものと考えます。また、相談員に対
する研修については、ケース検討会議
や県などが実施する各種研修などへの
積極的な参加を促しております。

E

21
施策の方針７
配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護・支援

相談窓口カードから実際に相談につながった件数を資料に
載せてほしい。

人権・男
女共同参
画推進課

相談窓口の周知方法として、相談カード
のほか、ポスターやHP、広報こしがや、
SNSなど様々な媒体を活用しておりま
す。こうした周知のほか、役所の他窓口
や他の相談機関からの案内など、相談
につながるきっかけは多岐に渡ります。
今後も引き続き、相談窓口の周知に努
めてまいります。

E
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